
補足資料

中医協 総－１－２
５ ． １ ０ ． １ ８

① 訪問看護におけるオンライン資格確認の導入について

② オンライン資格確認の用途拡大に伴う対応について

③ オンライン請求の推進に伴う対応について

1



① 訪問看護におけるオンライン資格確認の導入について

2



訪問看護事業者のオンライン資格確認の義務化及び経過措置（案）

※１ 経過措置の対象事業者は、支払基金に原則オンラインで事前届出を行う。

やむを得ない事情 期限

⑴ 義務化の２か月前の月末までにベンダーと契約締結したが、導入に
必要なシステム整備が未完了の事業所（システム整備中）

システム整備が完了する日まで
（遅くとも義務化の６か月後の月末まで）

⑵ オンライン資格確認に必要な光回線ネットワーク環境が整備されてい
ない事業所（ネットワーク環境事情）

オンライン資格確認に必要な光回線ネットワーク環境が
整備されてから6ヶ月後まで

⑶ 改築工事中の事業所 改築工事が完了するまで

⑷ 廃止・休止に関する計画を定めている事業所
廃止・休止まで

（遅くとも義務化の６か月後の月末まで）

⑸ その他特に困難な事情がある事業所
※常勤の看護職員その他の従業者の年齢が、平成30年３月31日において、いずれも

65歳以上である場合【介護保険におけるオンライン請求の経過措置と同じ】※２

※⑴～⑷の類型と同視できるか個別判断

特に困難な事情が解消されるまで

（参考）災害等によりネットワーク環境に障害が生じる場合については、本則に緊急やむを得ない事由を位置付けることを検討

⚫ 訪問看護ステーションにオンライン資格確認を義務化（省令改正・令和６年秋（保険証廃止時期）施行予定）

※ 経過措置：システム整備中、ネットワーク環境、改築工事、廃止・休止、その他特に困難な事情

⚫ 令和6年秋（保険証廃止時期）時点でやむを得ない事情がある場合は、期限付きの経過措置を設ける。※１

※２ 令和６年３月31日時点では、71歳以上。

（参考）介護レセプトの令和５年３月審査分において、訪問看護ステーション約13,500事業所のうち、120事業所（0.9%）が紙レセプトにより請求。

中医協 総－３
５．１０．１１
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訪問看護ステーション

• 事業所内のレセコン等と連携することで、レセプト作成における
手作業の事務負担や誤記リスク、レセプト返戻の削減等につな
がる

• 利用者から聞き取るよりも正確かつ効率的に、利用者の過去の
薬剤情報等を確認可能に

利用者

• 居宅等でもオンライン資格確認で可能に

• 保険者に申請していない場合も含め、限度額認定証等が
なくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が
免除

• これまでの薬剤情報や特定健診の結果を網羅的に提供す
ることが可能に

• 健康・医療データに基づいたより適切な看護につながる

マイナンバーカード１枚で訪問看護を受けることが可能に

業務の更なる効率化

• ２回目以降の訪問では、利用者宅等への訪問前に利用者
の資格情報を確認でき、訪問時の確認業務が効率化

• 利用者の直近の資格情報が確認可能。限度額認定証等が
なくても、高額療養費制度における適用区分の確認が可能に

資格確認業務の負荷軽減

過去の薬剤情報等の提供が可能に

訪問看護におけるオンライン資格確認について

⚫ 利用者自身の直近の資格情報や、本人の同意に基づき診療/薬剤情報・特定健診等情報を閲覧すること
が可能となり、業務効率化や質の高い医療の提供が実現。

⚫ 訪問看護等におけるオンライン資格確認（居宅同意取得型）の仕組みを活用することで、継続的に訪問看
護が行われている間、２回目以降の訪問においては、訪問看護ステーション側で再照会をして資格情報の照
会・取得が可能となる機能により効率的な資格確認が可能になるほか、初回時の同意に基づき、薬剤情報
等の取得が可能。

⚫ 今後、オンライン資格確認等システムについては、医療DXの推進の中で、生活保護の医療扶助や難病医療
の公費負担医療及び地方単独医療費助成への対応拡大が期待。

第168回社会保障審議会医療保険部会
（令和５年９月29日）資料１
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訪問看護レセプトのオンライン請求・オンライン資格確認

⚫ 訪問看護ステーションのオンライン請求を開始（省令改正・令和６年６月施行予定。適用は翌月請求分から）

⚫ 訪問看護ステーションのオンライン資格確認を開始 ※令和６年６月開始予定

⚫ 訪問看護ステーションに対するオンライン資格確認導入に係る財政支援

※ オンライン請求の開始に向けて準備が必要な機器等の一部は、オンライン資格確認と兼用することが可能

※経過措置の対象事業者は、医療機関・薬局の場合の取扱いも参考に、支払基金に原則オンラインで事前届出を行う運用とする予定。

１．オンライン請求・オンライン資格確認の開始

⚫ 訪問看護ステーションにオンライン請求を義務化（省令改正・令和６年秋（保険証廃止時期）施行予定）

※ 経過措置：通信障害、システム整備中、ネットワーク環境、改築工事、廃止・休止、その他特に困難な事情

⚫ 訪問看護ステーションにオンライン資格確認を義務化（省令改正・令和６年秋（保険証廃止時期）施行予定）

※ 経過措置：システム整備中、ネットワーク環境、改築工事、廃止・休止、その他特に困難な事情

２．オンライン請求・オンライン資格確認の義務化・経過措置

• 訪問看護ステーションにおいて、令和６年６月よりレセプトのオンライン請求とオンライン資格確認を開始する。

• また、令和６年秋の保険証廃止を見据えつつ、オンライン請求・オンライン資格確認を義務化する。その際、現行の保険証廃止
は、国民の不安払拭のための措置が完了することが大前提であり、医療現場に混乱が生じないよう、安心してマイナ保険証を利
用できる環境を実現する。

第168回社会保障審議会医療保険部会
（令和５年９月29日）資料１
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（参考）医療機関・薬局におけるオンライン資格確認の経過措置の比較

やむを得ない事情 期限

⑴ 義務化の２か月前の月末までにベンダーと契
約締結したが、導入に必要なシステム整備が
未完了の事業所（システム整備中）

システム整備が完了する日ま
で（遅くとも義務化の６か月

後の月末まで）

⑵ オンライン資格確認に必要な光回線ネットワー
ク環境が整備されていない事業所（ネットワー
ク環境事情）

オンライン資格確認に必要な
光回線ネットワーク環境が整
備されてから6ヶ月後まで

ー ー

⑶ 改築工事中の事業所 改築工事が完了するまで

⑷ 廃止・休止に関する計画を定めている事業所
廃止・休止まで

（遅くとも義務化の６か月後
の月末まで）

⑸ その他特に困難な事情がある事業所
※常勤の看護職員その他の従業者の年齢が、平成

30年３月31日において、いずれも65歳以上である
場合【介護保険におけるオンライン請求の経過措置
と同じ】＊

※⑴～⑷の類型と同視できるか個別判断

特に困難な事情が
解消されるまで

訪問看護事業者：令和６年秋から義務化

＊ 令和６年３月31日時点では、71歳以上。
（参考）介護レセプトの令和５年３月審査分において、訪問看護ステーション約13,500

事業所のうち、120事業所（0.9%）が紙レセプトにより請求。
6

やむを得ない事情 期限

⑴ 令和5年2月末までにベンダーと契約締結した
が、導入に必要なシステム整備が未完了の保
険医療機関、薬局（システム整備中）

システム整備が完了する日ま
で（遅くとも令和5年9月末

まで）

⑵ オンライン資格確認に必要な光回線ネットワー
ク環境が整備されていない保険医療機関、薬
局（ネットワーク環境事情）

オンライン資格確認に必要な
光回線ネットワーク環境が整
備されてから6ヶ月後まで

⑶ 訪問診療のみを提供する保険医療機関
訪問診療のオン資（居宅同
意取得型）の仕組みの運用

開始まで

⑷ 改築工事中、臨時施設の保険医療機関、
薬局

改築工事が完了するまで
臨時施設が終了するまで

⑸ 廃止・休止に関する計画を定めている保険医
療機関、薬局

廃止・休止まで
（遅くとも令和6年秋まで）

⑹ その他特に困難な事情がある保険医療機
関・薬局

※ 例外措置又は⑴～⑸の類型と同視できるか個
別判断
• 自然災害等により継続的に導入が困難となる場合
• 高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない場合
（目安として常勤の医師等が高齢、月平均レセプト
件数が50件以下）

• その他例外措置又は⑴～⑸の類型と同視できる特
に困難な事情がある場合

特に困難な事情が
解消されるまで

保険医療機関・薬局：令和５年４月１日から原則義務化
＊経過措置は、本年１月に公布された省令改正により、本年４月から開始済み



② オンライン資格確認の用途拡大に伴う対応について
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再照会による確認の位置づけ（案）

※ オンライン資格確認による資格確認の求めがあった場合の対応

⚫ 保険医療機関及び保険薬局は、現行法令上、患者からオンライン資格確認による資格確認の求めがあった場合は、応じなければならないところ、

今般、再照会機能を活用した資格確認を行う（再照会機能を活用した資格確認により応じる）ことも可能とする。

⚫ 指定訪問看護ステーションについては、令和６年秋に、利用者からオンライン資格確認による資格確認の求めがあった場合は、応じなければならない

こととしたうえで、あわせて、再照会機能を活用した資格確認を行う（再照会機能を活用した資格確認により応じる）ことも可能とする。

⚫ 保険医療機関・保険薬局・指定訪問看護ステーションにおける資格確認方法として、新たに再照会機
能を活用した資格確認を規定する。

① 健康保険法第３条第13項に規定する電子資格確認
（療担規則第３条第１項、薬担規則第３条第１項、訪看基準第８条第１号）

② 患者・利用者の提出する被保険者証
（療担規則第３条第１項、薬担規則第３条第１項、訪看基準第８条第２号）

③ 処方箋 ※薬局のみ
（薬担規則第３条第１項）

⚫ 再照会による確認
（あらかじめ医療機関等において、マイナンバーカードの本人確認により取得した患者等の資格情報を用いて、オンライン資格
確認等システムに最新の資格情報を照会し、更新した資格情報に基づき、被保険者であることの確認を受ける方法）
※当該医療機関等との継続的な関係のもと訪問診療等が行われている場合における２回目以降の訪問時に限る。

医療機関・薬局・指定訪問看護ステーションにおける現行の資格確認方法（療担規則等の規定の項目）

（現行）

（追加）

中医協 総－３
５．１０．１１
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訪問診療等におけるオンライン資格確認の仕組み案（概要）

〇 初回訪問時のマイナンバーカードによる本人確認に基づく資格情報の取得及び薬剤情報等の提供に関する同意は、医療関係者
が持参したモバイル端末等を用いて実施する。

〇 訪問診療等では医療関係者が患者宅等を訪問することから、患者のなりすましリスクが低いことを踏まえ、２回目以降は、当
該医療機関等との継続的な関係のもと訪問診療等が行われている間、医療機関等において再照会機能（※）を活用した資格確認
を行うとともに、薬剤情報等については、初回時の同意に基づき取得可能な仕組みとする。

※ あらかじめ医療機関等において、初回にマイナンバーカードの本人確認により取得した患者の資格情報を用いて、オンライン資格確認等システムに最新の
資格情報を照会し、取得する機能。

オンライン資格確認等システム

医療機関等※

医師/歯科医
師/薬剤師/
看護師等

患者宅等

患者

マイナンバー
カード

資格情報
特定健診等情報/薬剤情報

［医療機関等
システム］

［資格確認端末］

アプリケー

ションソフト等

資格確認端末から資格
情報や薬剤情報等を
取得して表示する。

7

医療機関等コード等で
オンライン資格確認等システムへ

情報照会を行う。

5

4

オンライン請求
ネットワーク

6

医療関係者

同意情報等を連携する。2

資格確認端末へ資格情報や
薬剤情報等を回答する。

訪問診療等におけるオンライン資格確認

居宅同意取得型

⑴まず薬剤情報等の提供に関する同意の有無を取得し、
⑵次に４桁の暗証番号の入力による本人確認を行った
上、マイナンバーカードを読み取る。

1

3

Webサービス

（居宅同意取得用）

モバイル端末に資格情報
を送信。

※資格情報のレセコン等へのデータの取り込みは、
医療機関等側で操作する。（データの閲覧期間
は24時間）

インターネット

閉域網
※AWS Private Link等

※訪問看護ステーションを含む

第152回社会保障審議会医療保険部会
（令和４年８月18日）資料２（一部改変）

今後、モバイル端末等に専用アプリ
ケーションをインストールし、本人確認
については、
・ 目視確認
又は
・ ４桁の暗証番号の入力
のどちらかを医療機関等が選択できる
仕組みを追加予定
（令和６年度内で実施を調整中）

第168回社会保障審議会医療保険部会
（令和５年９月29日）資料１
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（参考）居宅同意取得型における再照会機能と同意登録について

• 訪問診療等におけるオンライン資格確認の仕組み（居宅同意取得型）では、２回目以降は、当該医療機関等との継続
的な関係のもと訪問診療等が行われている間（※）、 医療機関等において再照会機能を活用した資格確認を行うとと
もに、薬剤情報等については、初回時の同意に基づき取得可能な仕組みとする。

※ 例えば、初回から３か月後の末日までの期間に加え、その後は、診療等の継続（毎月診療等が行われていること）をレセプトにより確認する。

オンライン資格確認等システム

資格情報
特定健診等情報/薬剤情報
患者・利用者同意情報

被保険者番号を
キーに、資格情報、
特定健診等情報
・薬剤情報等を
取得。
（２回目以降）

医療機関
コード等で
資格情報
を取得。
（初回）

同意情報
等を送信。

4

訪問診療等におけるオンライン資格確認

インターネット

閉域網
※AWS Private Link等

患者

マイナンバー
カード

医療関係者

⑴まず薬剤情報等の提供に関する同
意の有無を取得し、

⑵次に４桁の暗証番号の入力による
本人確認を行った上、マイナンバー
カードを読み取る。

3 

モバイル端末
に資格情報を
送信。

医師/歯科
医師/薬剤
師等

［医療機関等
システム］

［資格確認端末］

アプリケー

ションソフト等

医療機関等患者宅等

Webサービス

（居宅同意取得用）

オンライン請求
ネットワーク

5
6

1

患者宅へ
初回訪問

資格確認（再照会機能）

訪問診療等における患者宅等への初回訪問時に、モバイル端末等を用
いて、同意登録（※）を行う。
※ 同意は当該医療機関等との継続的な関係のもと訪問診療等が行わ
れている間は有効

2

訪問診療等では医療関係者が患者宅等を訪問することから、患者のなりすま
しリスクが低いことを踏まえ、訪問診療等におけるオンライン資格確認の仕組み
（居宅同意取得型）について、以下の機能を実装する。
※ 往診においては、訪問の都度、資格確認を行うとともに、薬剤情報等の
提供に係る同意取得を行うことが必要。

あらかじめ医療機関等において、初回時にマイナンバーカードの本人確認
により取得した患者の被保険者番号を用いて、オンライン資格確認等シス
テムに最新の資格情報を照会し、取得する。

薬剤情報等の提供に係る同意取得

同意登録をしている患者について、患者の被保険者番号により、患者の
薬剤情報・特定健診等情報等を取得する。

※ 資格確認方法としての再照会の法令上の位置づけについて検討を行う。

第168回社会保障審議会医療保険部会
（令和５年９月29日）資料１
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③ オンライン請求の推進に伴う対応について
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オンライン請求の推進に伴う所要の見直し（案）（オンライン資格確認関係）

• 保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認導入の原則義務化については、現在紙レセプトでの請求が認

められているもの（※１）を例外としている。
（※１）電子請求の義務化時点で65歳以上（77歳以上程度の医師等）・手書き請求

• レセプトの請求方法については、「オンライン請求の割合を100％に近づけていくためのロードマップ」に基

づき、請求命令（昭和51年厚生省令第36号）の改正を行い、紙レセプトでの請求について、経過的な取扱いであるこ

とを明記し、令和６年４月以降も継続する場合には、改めての届出を求めることとしている。令和６年４月以

降は、こうした届出を行った保険医療機関・薬局が「紙レセプトでの請求が認められているもの」となる。

• 保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認導入の原則義務化の例外の対象についても同様とする（※２）。

（※２）引き続き、「紙レセプトでの請求が認められているもの」が原則義務化の例外となる。

（参考）第164回社会保障審議会医療保険部会（令和５年３月23日）資料１（抜粋）

オンライン請求の割合を100％に近づけていくための基本的考え方

3. 紙レセプト請求機関は、あくまで経過的な取扱いであることを明確化した上で、新規適用を終了する。

• レセコン未使用の場合の新規適用を令和６年４月から終了する。（※高齢医師等については既に新規適用なし）

• 令和６年４月以降も紙レセプト請求を続ける機関は、改めて当初の要件を満たしている旨の届出を提出する。

第167回社会保障審議会医療保険部会
（令和５年９月７日）資料１
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R4年度 R5年度 R6年度 ･･･

オンライン
資格確認 等

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
推
進

光ディスク等
（請求省令第１条）

電
子
請
求
の
免
除
対
象

（
現
行
）

レセコン
未使用

（請求省令第５条）

高齢医師等
（請求省令第６条）

ロード
マップ

オンライン請求の割合を100％に近づけていくためのロードマップ

秋：保険証廃止を目指す
▼

マイナンバーカードと保険証の一体化の取組

請求省令
改正

再届出

約2.5％
（5,624機関）

約0.9％
（2,101機関）

約27％
（59,588機関）

届出・１年更新制の導入
（オン請求移行計画の添付）

経過措置

原則終了

厚生労働省・関係団体・

システム事業者・

審査支払機関・地方厚生局等の

様々なチャネルによる働きかけ

・オン請求の促進広報

・特例加算の広報

・R6年度~の取扱の周知 等

９月末：オン請求機関への紙返戻廃止
▼

特例加算

オンライン資格確認
原則義務化

▼

全てのオンライン資格
確認導入済み機関が
オンライン請求に移行

再届出

新規適用
終了

新規適用は
既に請求省令上
認められていない

９月末：経過措置期限
▼

第164回社会保障審議会医療保険部会
（令和５年３月23日）資料１
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